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序章 計画の概要 
１．計画策定の背景 

 全国的に人口減少や、既存の住宅・建築物の老朽化、社会的ニーズの変化及び産業構造の

変化に伴い、「空家等」が年々増加しています。 

 これらの空家等が適切に管理されなくなることで、倒壊の危険性が増加するといった安

全性の低下をはじめ、周辺環境等の公衆衛生の悪化、景観の阻害など多岐にわたる問題を生

じさせ、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼす恐れがあるから、地域住民の生命又は財

産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、併せて空家等の利活用を促進すること

を目的として、平成２６年１１月に「空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法

律第１２７号）」（以下「空家特措法」という。）が成立し、同月公布されました。 

 

２．計画策定の目的 

 空家特措法では、市町村の責務として第４条に「空家等対策計画の作成及びこれに基づく

空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努める

ものとする。」とされております。 

 本町の空家率は、全国平均より低く、平成３７年頃までは人口も横ばいで推移することが

予測されておりますが、高齢化の進展、建物の老朽化を主な要因として、今後、空家等が増

加していくことが懸念されます。そのため、本町における空家等の対策を積極的に推進する

目的から「猪名川町空家等対策計画」を策定しました。 

 

３．定義 

 本計画において、空家等の用語の定義を下記の通りとします。 

 ・空家等   ：空家特措法第２条第１項に規定するもの 

         本計画では「法定空家等」と呼びます 

 ・特定空家等 ：特措法第２条第２項に規定するもの 

 ・法定外空家等：猪名川町危険空家等対策に関する条例第２条第１項第１号に規定する 

もの 

  

○「空家等対策の推進に関する特別措置法」第２条第１項では、「空家等」を下記のように 

定義しています。 

 

空家等対策の推進に関する特別措置法第２条第１項  

 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その

他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定

着するものを含む。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するもの

を除く。 
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○「空家等対策の推進に関する特別措置法」第２条第２項では、「特定空家等」を下記のよ

うに定義しています。 

 

空家等対策の推進に関する特別措置法第２条第２項  

 この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険と

なるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行

われていないことにより著しく衛生上有害となるおそれのある状態その他周辺の生活環

境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をい

う。 

 

４．計画の対象 

 本計画では、町内全域の全ての建築物及び建築物に付属する工作物に加え、周辺の生活環

境の保全を図るために放置することが不適切である状態の空地も計画の対象とします。 

５．計画の位置づけ 

 本計画は、本町の上位計画である「第五次猪名川町総合計画（後期基本計画）」、「猪名川

町都市計画マスタープラン」等と連携を図ります。 

 

６．計画の期間 

 本計画の期間は、平成２９年度から平成３３年度までの５年間とします。 

 ただし、社会経済情勢の変化や、国及び県の動向、本町の上位関連計画等を踏まえ、必要

に応じて見直しを行います。 

 

７．計画の対象エリア 

 本計画は、本町全域を対象とします。 

 なお、本年度に実施した空家等実態調査結果では、町内に「直ちに倒壊のおそれがある空

家等」又は「倒壊により近隣住民の生活環境に影響のある空家等」が無いことから、本計画

では重点的に対策を推進すべき地区の設定は行いません。 

 

８．本計画の構成 

 本計画は以下のような構成となっています。 

  序章 計画の概要 

  第１章 本町の人口及び住宅、空家等の状況 

  第２章 空家等対策の基本的な考え方 

  第３章 空家等対策の基本的施策 

  第４章 行政の実施体制等 
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第１章 本町の人口及び住宅、空家等の状況 
１．統計調査等からの状況 

 １-１人口の推移 

   本町の人口については、近年の人口動態の傾向、住宅開発予定等を踏まえた将来人口

を推計すると、平成３２年には３１，８６７人となると想定されています。 

   今後の大規模開発等が想定しづらい中で、空家等対策に係る施策を充実させると共

に、子育て支援策の充実等、暮らしやすさの質を高めていきながら、着実なまちづく

りを進めるため、第五次猪名川町総合計画（後期基本計画）と同様に、本計画の将来

目標人口を３２，０００人と設定します。 

 
図 1-1：本町の人口推移と将来推計人口     
出典：第五次猪名川町総合計画（後期基本計画） 

 

 １-２住宅数、空家数及び空家率の状況 

   本町の住宅数は、図 1-2 に示す通り、平成１０年の８，２７０戸から平成２５年は 

  １２，８９０戸へと１５年間で約１．５倍に増加しています。 

 

図 1-2：住宅数、空家数及び空家率の推移   
出典：「住宅・土地統計調査」（総務省統計局） 
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   表 1-1「空家率の推移比較」に示すとおり、空家率は全国平均では徐々に増加して 

おりますが、本町は平成１５年度に全国平均を上回ったものの、以後全国平均を大き 

く下回り減少傾向で推移しています。 
 

区  分 平成１０年 平成１５年 平成２０年 平成２５年 

全  国 11.5％ 12.2％ 13.1％ 13.5％

猪名川町 7.7％ 14.5％ 6.5％ 4.8％

表 1-1：空家率の推移比較          
出典：「住宅・土地統計調査」（総務省統計局） 

 

１-３空家の種類・建て方別の状況 

 住宅・土地統計調査では、住宅は「居住世帯のある住宅」と「居住世帯のない住宅」 

に区分されており、空家は、「居住世帯のない住宅」の一部となります。 

 さらに、空家は表 1-2「空家の種類と定義」に示すとおり、「二次的住宅」、「賃貸用 

の住宅」、「売却用の住宅」、「その他の住宅」に分類されます。 

表 1-2：空家の種類と定義 
出典：「住宅・土地統計調査」用語の解説（総務省統計局） 

 
 本町の空家数については、表 1-3、図 1-3 に示すとおり、「その他の住宅」に分類さ  

れる住宅の空家が多く、空家総数は平成２０年統計からの５年間で減少しているもの 

の、内訳としては「その他の住宅」に分類される空家数は増加しています。 

 

表 1-3：本町の空家種類別戸数         
出典：「住宅・土地統計調査」（総務省統計局） 
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住宅

6%

賃貸用

住宅

2%

売却用

住宅

9%

その他

83%

図1-3 本町の空家種類別戸数

（Ｈ25）

種   類 内       容 

二次的住宅 

週末や休暇時に避暑・避寒・保養などの目的で使用される住宅で、

普段は人が住んでいない住宅や、普段住んでいる住宅とは別に寝泊

りするなど、たまに寝泊りする人がいる住宅。 

賃貸用の住宅 新築・中古を問わず、賃貸の為に空家になっている住宅。 

売却用の住宅 新築・中古を問わず、売却の為に空家になっている住宅。 

その他の住宅 

上記以外の人が住んでいない住宅で、例えば、転勤・入院などのた

め居住世帯が長期にわたって不在となっている住宅や、建替えなど

のために取り壊すこととなっている住宅。 

空家の種類 
空家戸数（戸） 

平成 20 年 平成 25 年

空家総数 730 630

 

内

訳 

二次的住宅 180 40

賃貸用の住宅 0 10

売却用の住宅 110 60

その他の住宅 440 520
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 １-４建築時期別住宅数の推移 

  本町の建築時期別の住宅増加数は、図 1-4「本町の建築時期別住宅数の推移」に示すと 

おりであり、平成２５年の住宅・土地統計調査時点では約１１，５００戸に達していま 

す。 

  昭和５６年から平成１２年までの約２０年間で、戸建住宅及び共同住宅の建築数が飛躍 

的に増加し、平成２５年９月時点では、総住宅数の約７６％が戸建住宅、約２３．５％が 

共同住宅となっています。 

 

出典：「住宅・土地統計調査」（総務省統計局） 

 

 建築基準法の改正で新耐震基準が導入された昭和５６年より以前に建てられた住宅は、 

表 1-4「本町の建築時期別住宅数と耐震基準」に示すとおり、２，０２０戸となっていま 

す。この全てが戸建住宅であり、住まいの安全性の観点から今後、注意深く留意する必 

要が有ります。 

建築時期 
昭和 45

年以前 

昭和 46

～ 

55 年 

昭和 56

～ 

平成 2 年

平成 3 

～ 

12 年 

平成 13

～ 

22 年 

平成 23 

～ 

25 年 9 月 

合  計

戸建住宅 
620 1,400 2,700 2,170 1,760 60 

8,710
2,020（23.2％） 6,690（76.8％） 

共同住宅・

長屋住宅 

－ － 1,230 1,520 0 0 
2,750

－ 2,750（100％） 

耐震基準 
旧耐震基準：2,020 戸 新耐震基準：9,440 戸 

11,460
17.60% 82.40% 

表 1-4：本町の建築時期別住宅数と耐震基準        

出典：「住宅・土地統計調査」（総務省統計局） 
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２．本町の空家等実態調査結果 

 ２-１ 空家等実態調査の内容 

  

（１）調査区域及び期間 

   ①調査区域：本町全域 

   ②調査期間：平成２９年６月～９月 

 

 （２）調査の手法 

   ①空家等と推定される住宅等の整理 

    ㈱ゼンリン社製「空家コンテンツ猪名川町版」及び平成２９年６月時点の本町上水 

   道閉栓データを突合し、抽出された情報を空家等と推定される住宅等として整理。 

 空家等と推定される住宅等の整理結果は表 1-5「空家等候補整理結果」のとおり。 

 

空家コンテンツ 

猪名川町版 

猪名川町上水道 

閉栓データ（Ｈ29.6）
推 定 空 家 数 

７００戸 ７６１戸 ６７０戸 

表 1-5：空家等候補整理結果 

 

※空家コンテンツ猪名川町版：平成２９年６月に㈱ゼンリンが調査した結果のデータ 

※推定空家数：空家コンテンツ猪名川町版及び猪名川町上水道閉栓データで把握した

空家等と推定される住宅等のうち、双方の調査結果により確認された

戸数 

 

   ②現地実態調査 

    図 1-5「現地調査のフロー」に示すとおり、前述の空家等と推定される住宅等とした 

建物等６７０戸を対象に、町職員による全戸踏査により現地調査を行いました。 

 調査方法については、町職員が敷地外から外観目視により実施。 

 まず、戸建住宅かつ居住が無い建物であることを確認し、景観情報（門柱・塀の損 

傷、建物の傾き、立木の腐朽・倒壊、雑草の繁茂、ゴミ等の放置、不法投棄等の有無） 

について目視による確認し現地の情報を取得。 

 取得した情報をもとに、表 1-6「猪名川町における建築物等の老朽度・危険度判定表」 

に基づき、建物等の危険度及び老朽度のランク付けを行うと共に、周囲に及ぼす影響 

や危険性について調査。 

   

   ③空家等データベース及び空家分布図の作成 

    現地実態調査で取得した情報をもとに、所在地情報、建物情報、景観情報等につい 

てデータベースを作成。 

    また、住宅地図上に空家等の位置情報がプロットした空家分布図を作成。 
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猪名川町空家等実態調査・現地調査フロー 

 
図 1-5：現地調査のフロー 

 

④空家と推定される住宅等の判定方法 

  空家と推定される住宅等の判定は、職員の目視による確認を基本とし、表札や郵便

受け、電気・ガスメーター等の作動状況や有無の確認、また、立木や雑草等の繁茂状

況及びゴミの堆積や不法投棄の有無等を総合的に考慮し判定を行いました。 

  一例として、空家と推定される住宅等と判定したものとしては、プロパンガスのボ

ンベが無いものや売り家・貸家の表示のあるもの、表札や郵便受けが無く門扉が針金

などで結束され侵入防止措置が講じられているものなどは、居住者がいない若しくは

長期間使用されていない可能性が高いものとして、空家等と推定されるものとしてカ

ウントしました。 

  また、建物の危険度の判定は、表 1-6「猪名川町における建築物等の老朽度・危険

度判定表」に示すとおり、「建物の傾斜」「基礎の状況」「外壁の状況」「屋根の状況」

「使用状況」をそれぞれ判定し、老朽度・危険度をＡ～Ｄまでの４段階のランク付け

を実施しました。 
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猪名川町における建築物等の老朽度・危険度判定基準表 

１．判定基準表 

項   目 状     態 点 数 評 点 備   考 

建築物の傾斜 

（１）傾斜は認められない 0     

（２）明らかに傾斜している 150   著しく劣化 

（３）不明 20   目視判断が不能 

基礎の状況 

（１）異常は認められない 0     

（２）ひび割れが発生している 15   クラックを除く 

（３）玉石基礎又は基礎が無い 50   構造耐力に問題あり 

（４）不明 25     

外壁の状況 

（１）問題ない 0     

（２）錆びやひび割れが認められる 15     

（３）外壁に穴が開いている又は外 

壁の下地が露出しているなど著し

く劣化している 

50

  下地の露出は、外壁 

一面のおよそ 1/3 を 

目安 

（４）不明 20     

屋根の状況 

（１）問題ない 0     

（２）屋根材に剥落又はズレがある 15     

（３）屋根に穴が開いている、軒の 

一部が滑落している、屋根が波打

っているなど、屋根に著しい劣化 

が認められる 

50

    

（４）不明 20     

使用状況 

（１）最近、使用した形跡がある 0     

（２）長く使用した形跡が認められ 

ない 
15

    

（３）不明 10     

評   点         

 

２．老朽度・危険度のランク 

ラ  ン  ク 判  定  内  容 点    数 

Ａ 小規模の修繕により再利用が可能 ０点 

Ｂ 管理が行き届いていないが、当面の危険性はない １～３０点 

Ｃ 管理が行き届いておらず、損傷が激しい ３１～１４９点 

Ｄ 倒壊の危険性があり、解体などの緊急度が極めて高い １５０点以上 

表 1-6：猪名川町における建築物等の老朽度・危険度判定表 
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 ２-２ 調査の結果 

 （１）確認された空家等の概要 

    空家等と推定される住宅等の候補とした６７０戸について、現地調査したところ、使用

実態がなく、空家等と推定される物件は表 1-8「空家等と推定される住宅等の調査結果」に

示すとおり、４７４戸の住宅等がありました。 

    また、地域別の空家等と推定される物件数は表 1-9「地域別調査結果」のとおりであり、

大島小学校区が１４２戸と町全体の約３０％を占めており、以下、楊津小学校区９８戸、

松尾台小学校区８７戸となっている。一方、空家等と推定される物件が少ないのは、つつ

じが丘小学校区２８戸、白金小学校区３０戸である。 

    空家等と推定される住宅等の世帯数に対する割合では、楊津小学校区が１６．３％と最

も高く、以下、阿古谷１４．９％、大島小学校区１４．８％となっている。一方で、同割

合が低いのは、白金小学校区１．４％、つつじが丘小学校区１．６％であった。 

 

項   目 調査結果 

空家等と推定される住宅等 ４７４ 戸 

世 帯 数 １０，７８０ 世帯 

空 家 率 ４．３ ％ 

表 1-8：「空家等と推定される住宅等の調査結果」 
世帯数：「平成 27 年国勢調査小地域集計」世帯数 

 

地      域 推定空家等 世帯数 
空家等／ 

   世帯数 

大島小学校区 142 957 14.8 % 

楊津小学校区 98 603 16.3 % 

阿古谷 49 329 14.9 % 

松尾台校区 87 3,002 2.9 % 

白金小学校区 30 2,135 1.4 % 

猪名川小学校区 40 2,001 2.0 % 

つつじが丘小学校区 28 1,753 1.6 % 

町  全  体 474 10,780 4.3 % 

表 1-9：「地域別調査結果」 
世帯数：「平成 27 年国勢調査小地域集計」世帯数 

  

（２）主な調査項目における地域別状況 

   ①建物の用途 

    建物の用途は、「専用住宅」が全体の９２．２％と大半を占めている。地域別では、大島小

学校区・楊津小学校区における「専用住宅」の割合が若干低い。 

  



- 10 - 
 

 

 地      域 専用住宅 併用住宅 
店舗 ・ 

事務所 

工場 ・ 

倉庫・その他 
合 計 

大島小学校区 126 1 4 11 142

楊津小学校区 85 2 4 7 98

阿古谷 47 0 0 2 49

松尾台校区 85 0 1 1 87

白金小学校区 28 1 1 0 30

猪名川小学校区 38 1 0 1 40

つつじが丘小学校区 28 0 0 0 28

町  全  体 437 5 10 22 474

町 全 体 比 率 92.2% 1.1% 2.1% 4.6% 100%

 

 

 

   ②建物の階数 

    建物の階数は、「２階以上」が６６．９％を占めている。地域別では、松尾台小学校区で

「２階以上」が９５％で、他地域よりも高くなっている。 

 

地      域 平屋建 ２階以上 確認不能 合 計 

大島小学校区 66 76 0 142 

楊津小学校区 48 50 0 98 

阿古谷 15 34 0 49 

松尾台校区 4 83 0 87 

白金小学校区 9 21 0 30 

猪名川小学校区 8 31 1 40 

つつじが丘小学校区 6 22 0 28 

町  全  体 156 317 1 474 

町 全 体 比 率 32.9% 66.9% 0.2% 100% 
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    ③建築物の構造 

     建築物の構造は、「木造」が８５．７％を占めている。地域別では、松尾台小学校区 

・白金小学校区・つつじが丘小学校区で「木造」が９０％を超えている。 

 

地      域 木  造 鉄骨造 
鉄筋 

コンクリート造 
その他 合  計 

大島小学校区 111 18 0 13 142

楊津小学校区 82 10 0 6 98

阿古谷 37 6 1 5 49

松尾台校区 86 0 0 1 87

白金小学校区 29 1 0 0 30

猪名川小学校区 35 4 0 1 40

つつじが丘小学校区 26 0 0 2 28

町  全  体 406 39 1 28 474

町 全 体 比 率 85.7% 8.2% 0.2% 5.9% 100%
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 ④道路の幅員 

    道路の幅員は、「広い（４ｍ以上確保）」が７２．２％を占めている。地域別では、大島

小学校区・楊津小学校区で「狭い（２ｍ未満）」が２０％以上となっている。 

地      域 
狭い 

2ｍ未満

やや狭い

2～4ｍ 

広い 

4ｍ以上 
合 計 

大島小学校区 38 6 98 142 

楊津小学校区 21 19 58 98 

阿古谷 5 8 36 49 

松尾台校区 4 6 77 87 

白金小学校区 4 3 23 30 

猪名川小学校区 5 3 32 40 

つつじが丘小学校区 4 6 18 28 

町  全  体 81 51 342 474 

町 全 体 比 率 17.1% 10.8% 72.2% 100% 

 

 
   

  ⑤道路との高低差 

     道路との高低差は、「等高」が６４．８％を占めている。地域別では、つつじが丘小学

校区のみで「等高」が２８．６％で過半を割っている。 

地      域 等  高 玄関が低い 玄関が高い 合 計 

大島小学校区 86 9 47 142 

楊津小学校区 58 7 33 98 

阿古谷 32 3 14 49 

松尾台校区 71 0 16 87 

白金小学校区 26 1 3 30 

猪名川小学校区 26 0 14 40 

つつじが丘小学校区 8 2 18 28 

町  全  体 307 22 145 474 

町 全 体 比 率 64.8% 4.6% 30.6% 100% 
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    ⑥駐車スペース 

     駐車スペースは、「あり」が７８．９％を占めている。地域別では、「あり」が松尾台小

学校区で１００％、猪名川小学校区で９５％と高くなっている。 

 

地      域 あ り な し 確認不能 合 計 

大島小学校区 106 35 1 142 

楊津小学校区 65 32 1 98 

阿古谷 36 12 1 49 

松尾台校区 87 0 0 87 

白金小学校区 21 9 0 30 

猪名川小学校区 38 2 0 40 

つつじが丘小学校区 21 7 0 28 

町  全  体 374 97 3 474 

町 全 体 比 率 78.9% 20.5% 0.6% 100% 
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  ⑦屋根の状況 

     屋根の状況は、「正常」が７１．５％を占めている。地域別では、「正常」がつつじが丘

小学校区で６０．７％と低くなっている。 

地      域 正  常 一部破損 著しい破損
陥没又は 

著しい変形 
確認不能 合  計 

大島小学校区 104 17 5 3 13 142

楊津小学校区 65 20 3 4 6 98

阿古谷 31 3 0 1 14 49

松尾台校区 71 1 2 1 12 87

白金小学校区 22 4 2 1 1 30

猪名川小学校区 29 4 1 0 6 40

つつじが丘小学校区 17 1 2 1 7 28

町  全  体 339 50 15 11 59 474

町 全 体 比 率 71.5% 10.5% 3.2% 2.3% 12.4% 100.0%

 

 

⑧外壁の状況 

     外壁の状況は、「正常」が８６．３％を占めている。地域別では、白金小学校区・つつ

じが丘小学校区で「正常」が８０％を割っている。 

地      域 正  常 
一部下地露出 

又は一部破損 

著しく下地露 

出又は一部貫通
確認不能 合  計 

大島小学校区 122 9 5 6 142

楊津小学校区 84 5 5 4 98

阿古谷 44 2 2 1 49

松尾台校区 80 4 0 3 87

白金小学校区 23 2 2 3 30

猪名川小学校区 34 6 0 0 40

つつじが丘小学校区 22 4 0 2 28

町  全  体 409 32 14 19 474

町 全 体 比 率 86.3% 6.8% 3.0% 4.0% 100%
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 ⑨草木の繁茂等により周辺に悪影響を与える可能性 

     草木の繁茂等により周辺に悪影響を与える可能性は、「なし」が７９．７％を占めてい

る。地域別では、つつじが丘小学校区で３５．７％と高くなっている。 

 

地      域 あ  り な  し 合  計 

大島小学校区 24 118 142 

楊津小学校区 19 79 98 

阿古谷 14 35 49 

松尾台校区 19 68 87 

白金小学校区 6 24 30 

猪名川小学校区 4 36 40 

つつじが丘小学校区 10 18 28 

町  全  体 96 378 474 

町 全 体 比 率 20.3% 79.7% 100% 
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第２章 空家等対策の基本理念 
１．基本理念 

 空家等対策は、第一に空家等の所有者等が責任をもって取り組むものです。しかしなが

ら、空家等対策は安全で安心な生活環境の保全、まちづくり活動の促進や地域の良好な景観

の保全等、地域の問題であることから、以下の基本理念を基に、空家等の所有者等だけでは

なく、行政・地域住民・関係団体が連携し、空家等及び跡地の適正管理や有効利用の取り組

みに努めるものとします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．対策の柱 

 町は基本理念を基に、空家等対策を進めるに当たり、空家等の発生を抑止する「空家

等の発生抑止」、空家等を地域の資源ととらえた「空家等の流通・活用」、管理がされず

に放置された空家等に対応する「空家等の適正管理」の３つの柱により、地域コミュニ

ティの維持や町域全体の活力の増進を目指し、総合的に本対策を推進します。 

 
 

基本理念 

「空きません！猪名川町のおうち」 

みんなで一緒に適正管理 
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３．役割と責務 

 空家等対策は、基本理念を基に空家等対策の実施主体である空家等の所有者等、事業者、

住民等、地域コミュニティ組織及び町がそれぞれの役割と責務を理解し、本計画を推進して

いくものとします。 

（１）町の責務 

 本町は、基本理念を基に、空家等の活用等を推進するにあたり、憲法２９条に定める私有

財産権の侵害が無い範囲で、地域コミュニティ組織の主体的な取り組みをサポートすると

ともに、空家等の所有者等、事業者、住民等及び地域コミュニティ組織の参画及び協力を促

すこととします。 

 

（２）空家等の所有者等の責務 

 空家等の所有者等は、空家等の適正な管理について第一義的な責任を負うとともに、基

本理念を順守し、空家等の抑止に努め、維持管理及び流通・活用に努める責務を負うものと

します。 
 

（３）事業者の役割 

 事業者とは、猪名川町空き家バンクのほか、不動産業・建設業・土地家屋調査士・司法書

士その他、空家等の除却や活用等と関連する事業を本町の区域内において営む者とします。

事業者は、基本理念を基に、空家等の跡地の活用について、積極的に空家等及び跡地の流通

の促進を図ることとします。 

 

（４）住民等の役割 

 住民等とは、町内に住所を有している人だけではなく、本町の区域内に存する建築物の所

有者等や、町内へ在勤・在学の者も含みます。住民等は、基本理念を基に、空家等の有効活

用のため、空家等に関する情報提供を行う等に協力すると共に、自身が所有する建築物及び

その敷地について、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適正な管理を行う責務を負

うものとします。 

 

（５）地域コミュニティ組織の役割 

 地域コミュニティ組織とは、自治会・まちづくり協議会、その他地縁団体や社会教育団体

など公益的な活動を行うために組織された団体とします。地域コミュニティ組織は、空家等

の状況及びその所有者等に関する情報の把握など、空家等の活用の推進に対して積極的な

役割を果たすものとします。 
 

（６）相互の協力 

 町、空家等の所有者等、事業者、住民等、地域コミュニティ組織は、本計画の目的を達成

するため、それぞれの責務又は役割について相互協力するものとします。 
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～空家等対策における行政の基本方針～ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

～空家等対策における役割と責務のイメージ～ 

 

 

 

  

基本方針１  空家等発生抑止を促す啓発活動 

基本方針２  空家等の流通と活用の促進支援 

基本方針３  空家等の適正管理への助言 
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第３章 空家等対策の基本的な方針と施策 
１．危険空家等発生の抑止 

 本町では、危険空家等の発生を抑止する施策を推進すると共に、危険空家等になる可

能性の高い建築物等の把握に努め、危険空家等を発生させないための施策を展開します。 

 

 １-１住民や所有者等への啓発 

  本町においても所有者等の事情により、将来的に新たな危険空家等が発生すること

が想定されることから、町広報、ホームページ及びチラシ等の効果的な活用により、

新たな危険空家等を発生させないための啓発や情報提供を積極的に行います。また、

所有者及び相続予定者等に対し、建築物等の適正管理についての啓発や情報提供等を

行います。 

     具体的な施策として、以下の取組を行います。 

     （１）まちづくり協議会を通じた啓発及び情報提供 

     （２）住まいの相談会の開催 

        ※一般社団法人 兵庫県宅地建物取引業協会との連携による相談会の実施 等 

 

    １-２ 危険空家等になる可能性の高い建築物等の把握 

     関係部局や地域との連携により、危険空家等になる可能性の高い建築物等の状況把握

に努めます。また、本町が平成２９年度に実施した空家等実態調査に基づく危険空家等デ

ータベースを２年毎に定期的な更新を行います。加えて、危険空家等となった建築物等に

ついては、条例に基づき、適宜、所有者情報等の把握を行います。 

 

 

２．危険空家等の適切な管理の促進 

 空家特措法第３条では、「戸建空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさな

いよう戸建住宅等の適切な管理に努めるものとする。」と規定されております。しかしな

がら、「相続等の事由により取得された建築物等の所有者等が町外に居住しており十分な

管理が難しい」「相続人が不明で放置されている」等、様々な事情により町内に若干数存

在します。 

 本町では、所有者等による第一義的な責任を重視し、所有者等が危険空家等を適切に管

理できるよう次のとおり必要な対策を講じます。 

 

 ２-１ 所有者等により適切に管理されている建築物等 

  所有者等により適切に管理されている建築物等については、引き続き所有者等の責

任において適切な管理に努めていただきます。しかしながら、所有者等の事情により将

来的に適切な管理ができなくなる可能性がある場合には、所有者等の相談内容に応じて

情報提供や助言等を行います。また、利活用を希望する所有者等に対しては、猪名川町

空家バンクへの登録を促すと共に、利活用に関する情報提供を行います。 

 

   ２-２ 所有者等による適切な管理がされていない建築物等 

   所有者等による適切な管理がされていない建築物等については、所有者等が特定で
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きる場合には、町は所有者等に対して当該建築物等を適切に管理するよう、情報提供ま

たは助言等を行います。 

  また、近隣住民や地域から苦情や相談が寄せられた場合は、対象物件の状態を確認し、

必要に応じて、条例に基づき建物・敷地の所有者等を確認し、適切に管理を行うよう直

接指導します。 

  なお、所有者等の死亡や不明等の事由により、所有者等が特定できない場合には、空

家特措法又は町条例に基づき、町において所有者等を調査し、相続人等の当該建築物を

適切に管理する義務のある人物を特定し、適切な管理を行うよう指導するとともに、利

活用の可能性も含め情報提供や助言等を行います。 

 

 ２-３ 特定空家等に該当する可能性の高い建築物等 

  危険空家等のうち、特定空家等に該当する可能性のあるものは、近隣の住宅等や地域

に影響を及ぼす可能性が高いことから、早期に改善する必要が有ります。 

  このため、町は空家特措法に規定する特定空家等との判断如何を問わず、当該建築物

等の所有者等に対し、状況に応じて、繁茂した雑草や立木の伐採、建物の修繕や除却等

周辺の生活環境の保全を図るため、具体的かつ効果的な措置を直ちに講ずるよう指導

し、早期解決に努めます。 

 

 ２-４ 特定空家等対策 

 （１）特定空家等の判断基準 

   空家特措法に基づく特定空家等に該当するかの判定基準については、国の定める

「特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針（ガイドライ

ン）」の内容とします。 

 

 （２）特定空家等に対する行政手続き等 

   特定空家等に対する行政手続きとその手順については、図 3-1「特定空家等に対す

る手続きとその手順」のとおりとします。 
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図 3-1：特定空家等に対する手続きとその手順 

 

※所有者等が確認できない場合は、§第 9 条第 3 項の規定に基づき、立入調査を行う 
※立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、20 万円以下の過料に処する（§第 16 条第 2 項） 
※勧告を受けた建物については、固定資産税等に係る住宅用地の特例を解除する 
※命令に違反した者は、50 万円以下の過料に処する（§第 16 条第 1 項） 
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３．地域特性に応じた危険空家等利活用の促進 

 利活用可能な危険空家等を地域の資源と捉え、リノベーションの普及や市場流通の促進

等利活用の促進を図ることで、地域の活性化やまちの魅力向上に繋げるための取り組みを

実施します。 

 

３-１ 猪名川町空家バンクの利用促進等の検討 

（１）猪名川町空き家バンク制度の利用促進と制度改善の検討 

  本町では、平成２７年６月に「猪名川町空き家バンク」を設置し、住宅等の利活用

を促進するための取り組みを進めています。今後も危険空家等所有者への空き家バン

ク登録や購入・賃借希望者への利用促進の啓発を行うほか、本制度を更に利用しやす

くするために制度の改善を行います。 

 

（２）不動産業界をはじめとした各種団体との連携 

  住宅等の市場流面の活性化を目的として、危険空家等の所有者に対し、本町の市場

動向や民間取引の現状を広く周知するため、（一社）兵庫県宅地建物取引業協会等の

不動産業界をはじめとした各種団体と連携し、啓発活動や情報提供を行います。 

 

３-２ 危険空家等を除却した跡地利活用への支援 

（１）危険空家等を除却した跡地の活用事例 

  危険空家等を除却した跡地の利活用として、表 3-1「除却跡地の利活用事例」に示

すような事例があります。 

除却跡地の利活用事例 

 

表 3-1：除却跡地の利活用事例 

（２）本町への適用の可能性 

  除却跡地の利活用事例に関し、本町への適用の可能性については、平成２９年に実

施した空家等実態調査で得たデータを分析した結果、直ちに制度化、施策展開するよ

うな切迫した状況には至らないことから、当面の間は跡地利活用への支援は行わず町

内の危険空家等の状況を注視することとし補助制度化は致しません。しかしながら、

将来的に適切な管理がされない危険空家等の数が全国平均に迫る勢いで増加するに至

った場合は安全・安心なまちづくりの観点から、跡地の有効活用も含め適宜制度化を

検討していきます。 
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４．危険空家等発生抑止のための施策展開 

 新たな危険空家等の発生を未然に防止するためには、所有者等だけではなく、行政、地域、

団体、事業者等の横断的な連携による対応が不可欠です。 

 本町では、所有者等、行政、地域、団体、事業者等のそれぞれが、横断的に連携して管理

不全な状態の危険空家等の発生を抑止するため、以下の施策を展開します。 

 

（１）猪名川町住宅適正管理月間の実施 

   住民による住宅適正管理意識の向上と、安全で安心して暮らすことができる住環境

の保全を目的とし、本町の主唱により地域、団体、事業者、関係行政機関との横断的な

連携のもと、毎年７月を「猪名川町住宅適正管理月間」とし、住宅の適正管理意識向上

のため、次に掲げる活動等を積極的に実施する。 

 

  ①広報活動の推進 

毎年７月号広報及び町ＨＰにより、住宅適正管理月間の趣旨を広報すると共に、地域、

団体、事業者、関係行政機関との連携により、住宅の適正な管理についての意識醸成

を目的とした街頭啓発活動を実施する 

 

②住宅適正管理相談会の実施 

   団体及び関係行政機関が幅広く連携し、住宅適正管理に関する相談会を実施する 

 

  ③住宅適正管理に関する講演会の実施 

   専門家を招き、住民の住宅適正管理意識の向上に寄与する講演会を実施する 

    

（２）管理不全建物等の情報提供窓口の設置 

   危険空家等の発生を抑止するためには、地域、団体、事業者、関係行政機関が密接に

連携し、管理不全建物等に関する情報共有を行う必要が有る。本町では、定期的な空家

実態調査データの定期更新の時期に捉われることなく、本計画の策定趣旨に則り、広く

住民からの管理不全建物等に関する情報提供を呼びかけ、情報収集を行うための窓口

を設置する。 

 

  ①管理不全建物等に関する情報提供の呼びかけ 

   自治会長会連絡協議会において、管理不全建物等に関する情報の提供を呼びかける 

 

  ②情報提供窓口の設置 

   今後、危険空家等になる可能性のある管理不全建物等に関する情報提供受付窓口を

まちづくり部都市政策課とする 
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第４章 空家等対策の推進体制 
１．行政の実施体制整備 

 空家等対策についての行政の実施体制については、危険空家等がもたらす様々な問題

は、環境や防災、建築等の多岐に渡る分野を横断した課題が生じることから、庁内関係部

署や関係機関が密接に連携し、効果的な対策を講ずる必要があります。 

 そこで、危険空家等に関する対策を効率的に実施するため、次のような体制を整備して

いきます。 

 

 １-１ 町の実施体制 

 （１）庁内主幹級担当者会議の実施 

   危険空家等に関する課題に対し庁内関係部署が横断的な連携を図り、効率的かつ効

果的に施策を展開するため、早急に対応する必要のある危険空家等が生じた場合は、

関係各部署の主幹級担当者を必要に応じ参集し、問題解決に努めることとします。 

   庁内主幹級担当者会議に関する所掌事務及び会議実施にあたっての担当者の招集

は、まちづくり部都市政策課が行います。 

 

 （２）猪名川町危険空家等対策協議会 

   猪名川町危険空家等対策協議会は、空家特措法第７条第１項の規定に基づき設置さ

れた協議会で、猪名川町空家等対策計画の作成及び見直し、特定空家及び危険空家等

の認定、行政措置に対する協議を行います。 

   ①組織 

    委員は、町長のほか、次に掲げる者のうちから町長が委嘱しています。 

    （ｱ） 法務、不動産及び建築等に関する学識経験者 

    （ｲ） 地域団体を代表する者 

    （ｳ） 関係行政機関の職員 

    （ｴ） その他、町長が必要と認めた者 

 

   ②所掌事務 

    協議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議しています。 

    （ｱ） 猪名川町空家等対策計画の作成及び見直し並びに実施に関する事項 

    （ｲ） 特定空家及び危険空家等に該当するか否かの判断に関する事項 

    （ｳ） 特定空家及び危険空家等の指定に係る意見の聴取 

    （ｴ） 特定空家及び危険空家等に対する措置の方針に関する事項 

    （ｵ） その他、協議会において調査審議が必要と認められる事項 

 

 １-２ 関係機関との連携 

  （１）消防との連携 

    地域における危険空家等の問題点として、放火や不審火による火災発生の恐れが

あることが挙げられます。このような問題を未然に防止するため、危険空家に関す

る情報を共有するなど、安全・安心なまちづくりを実現するため、消防との連携を

図ります。 
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  （２）警察との連携 

    適切に管理されていない危険空家等は、不審者の侵入等により犯罪が発生する危

険性があります。このような問題を未然に防止するため、警察との連携を図り、安

全・安心なまちづくりに取り組みます。 

 

 １-３ 相談窓口の整備 

  本町における建築物等に関する相談窓口は、まちづくり部都市政策課が担当、草木の

繁茂や不法投棄など環境衛生面に関する相談窓口は、地域振興部産業観光課が所管して

おり、それぞれの相談を受け付けております。 

  （１）建築物等に関する相談窓口（都市政策課） 

    都市政策課では、下記事項についての相談を窓口としてお受けしております。 

    ①利活用相談（国県の補助制度の紹介、建築物の用途変更についての相談、連携 

する外部関係団体の紹介等） 

    ②空き家バンクへの登録、利用に関する相談（図 4-1「猪名川町空き家バンク」） 

    ③耐震診断及び耐震改修 

    ④空家等に関する苦情受付（特に建築物に関する相談に限る） 

 

図 4-1：猪名川町空き家バンク 

  

  （２）草木の繁茂や環境衛生面に関する相談窓口（産業観光課） 

    産業観光課では、下記事項についての相談を窓口としてお受けしております。 

    ①空地・空家等の草木の繁茂等に関する苦情受付 

    ②空地・空家空家等の環境衛生面に関する相談 

    ③ゴミ屋敷等に関する苦情受付 
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１-４ 進捗管理と検証評価 

 本計画に基づき、計画的かつ継続的に空家等対策を推進していくため、事業の進捗管理

や検証評価を行います。 

 

 （１）空家等実態調査の実施に関する検証と計画の見直し 

   危険空家等対策については、定期的な更新を行うことで、町内の実態把握が可能と

なることから、本計画でも示す通り２年ごとに実態調査を実施します。 

定期的な実態調査に併せて所有者等へのアンケート調査を行い、本計画に示した施

策を継続的に実施することで、どのような効果を得たのかを検証評価し、必要に応じ

計画内容の見直しに繋げることとします。 

 

 （２）評価と検証の時期及び方法 

   猪名川町危険空家等対策協議会委員の任期が２年であること及び空家等実態調査を

２年ごとに実施することを鑑み、本計画に示す内容の事業評価を２年ごとに行いま

す。事業評価した内容と結果は、必要に応じ猪名川町危険空家等対策協議会において

検証し、今後の危険空家等対策の施策立案に活用していきます。 

  

 （３）計画の進行管理 

   危険空家等は、人口の推移や世帯数の変化、住宅等の供給状況など様々な要因によ

り発生し、今後も増減を繰り返して行くものと考えられます。こうしたことから、空

家等対策は、「短期的な取り組み」と併せて「中長期的な視点からの取組の継続と発

展」を基本とし実施することが重要となります。 

   本計画の評価手法及び検証の方法については、猪名川町危険空家等対策協議会の意

見を尊重し、今後、具体的な内容を構築していくこととます。 
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